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会 

告 
  

会

則

第

七

条

に

も

と

づ

き

、

左

記

の

要

領

に

て

第

四

二

回

総

会

を

開

催

い

た

し

ま

す

。

会

員

の

方

々

は

、

御

参

会

の

ほ

ど

よ

ろ

し

く

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

 

 

二

〇

二

三

年

九

月

五

日

 
 

 
 

 
 

 

会

長

 

小

和

田

哲

男 

 
 

 
 

 
 

 

記 

 

一 

日 

時 

二
〇
二
三
年
九
月
二
十
三
日
（
土
、
秋
分
の
日
）
午
後
二
時
～ 

 

一 

会 

場 

あ
ざ
れ
あ 

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー 

五
階
第
一
会
議
室 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
Ｊ
Ｒ
静
岡
駅
よ
り
西
へ
徒
歩
八
分
） 

 

一 

議 

事 

（
午
後
二
時
～
三
時
） 

 
 

 

会

務

報

告

（

会

誌

報

告

含

む

） 

 
 

会

計

報

告 

 
 

会

計

監

査

報

告 

 
 

役

員

改

選 
 

 

 
 

活

動

方

針 

 
 

新

年

度

予

算

審

議 

 

 

一 

記

念

講

演

（

午

後

三

時

～

午

後

五

時

） 

「
浜
松
城
下
町
に
み
る
都
市
空
間
の
形
成
と
変
化 

ー
東
海
道
の
城
下
町
を
地
図
か
ら
考
え
る
ー 

」 

講
師 

京
都
大
学
教
授 

山
村
亜
希
氏 

 

※
役
員
は
午
後
一
時
半
に
御
集
合
く
だ
さ
い
。 

※
講
演
終
了
後
、
講
師
の
山
村
先
生
を
囲
ん
で
、
懇
親
会
を
開
き
ま
す
。 

 



 
例
会
報
告
要
旨 

六
月
例
会
（
一
五
名
参
加
） 

六
月
二
十
四
日
（
土
） 

ワ
ー
ク
ピ
ア
磐
田
第
三
会
議
室 

浜
松
荘
を
一
八
〇
年
支
配
し
た
三

河
吉
良
氏 

―
新
編
西
尾
市
史
を
読
も
う
！
― 

 
 
 
 
 
 

小
林
輝
久
彦 

浜
松
荘
は
、
鎌
倉
期
に
は
そ
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
荘
園
で
、
そ
の
荘
域
は

現
在
の
浜
松
市
の
市
域
に
ほ
ぼ
重
な

る
。
こ
の
浜
松
荘
を
遠
隔
地
所
領
と
し

て
南
北
朝
期
か
ら
戦
国
期
ま
で
支
配

し
た
の
が
三
河
吉
良
氏
（
現
在
の
愛
知

県
西
尾
市
域
が
荘
域
で
あ
る
吉
良
荘

を
名
字
の
地
と
す
る
国
衆
）
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
支
配
関
係
文
書
も
浜
松

市
域
内
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
浜
松
市
博
物
館
の
展
示
物
を
見

て
も
三
河
吉
良
氏
の
支
配
に
触
れ
る

解
説
は
乏
し
い
か
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
で

あ
り
、
浜
松
市
民
の
関
心
も
な
い
。
展

示
物
の
目
的
は
専
ら
戦
国
期
の
支
配

者
飯
尾

い

の

う

氏
か
そ
れ
を
継
承
し
た
徳
川

家
康
に
限
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
現
在
の
浜
松
市
の
中
世
後
期

の
歴
史
を
語
る
上
で
、
浜
松
荘
を
一
八

〇
年
あ
ま
り
支
配
し
た
三
河
吉
良
氏

へ
の
言
及
は
欠
か
せ
な
い
問
題
で
あ

る
。 

 

筆
者
は
、
令
和
四
年
十
月
『
新
編
西

尾
市
史
通
史
編
１
原
始
・
古
代
・
中
世
』

の
執
筆
者
の
一
人
と
し
て
、
三
河
吉
良

氏
の
浜
松
荘
支
配
に
係
る
記
述
を
し

た
の
で
、
こ
こ
に
筆
者
執
筆
分
の
内
容

を
再
述
し
、
も
っ
て
浜
松
市
民
の
蒙
を

啓
く
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
し
た
。 

 

そ
の
上
で
①
立
荘
か
ら
南
北
朝
期
、

②
室
町
期
の
浜
松
荘
、
③
戦
国
期
の
浜

松
荘
の
各
章
に
分
け
、
さ
ら
に
室
町
期

の
浜
松
荘
は
、ⅰ

吉
良
俊
氏
の
時
代
、

ⅱ

遠
江
浜
松
荘
と
村
櫛
荘
、Ⅲ

吉
良
義

尚
の
時
代
、ⅳ
将
軍
義
教
の
富
士
遊
覧

と
吉
良
義
尚
、ⅴ
吉
良
義
真
の
時
代
、

ⅵ

遠
江
蒲
御
厨
と
大
河
内
備
中
守
、ⅶ

吉
良
氏
被
官
巨
海
氏
と
遠
江
の
各
節

に
、
戦
国
期
の
浜
松
荘
は
、ⅰ
今
川
氏

親
の
遠
江
侵
攻
と
大
河
内
備
中
守
、ⅱ

大
河
内
備
中
守
の
決
起
、
大
河
内
備
中

守
の
滅
亡
の
各
節
に
、
そ
れ
ぞ
れ
細
分

し
て
西
尾
市
史
通
史
編
の
記
述
を
逐

次
補
正
し
な
が
ら
概
説
し
た
。 

 

こ
の
の
ち
の
浜
松
荘
に
つ
い
て
も

簡
単
に
触
れ
た
。
ま
ず
永
正
十
四
年

(

一
五
一
七)

十
月
十
八
日
、
今
川
氏
親

は
浜
松
荘
鴨
江
寺
に
寺
領
を
安
堵
す

る
判
物
を
下
し
、
南
北
朝
期
か
ら
吉
良

貞
義
、
満
貞
、
俊
氏
、
義
尚
歴
代
が
し

て
き
た
こ
と
を
「
先
例
」
と
し
、
浜
松

荘
の
新
し
い
領
主
の
立
場
で
安
堵
し

た
。
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
五
月
に

は
飯
尾
賢
連
の
子
、
善
四
郎
乗
連
の
引

間
在
城
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
大

河
内
備
中
守
滅
亡
後
直
ち
に
飯
尾
氏

が
氏
親
か
ら
浜
松
荘
代
官
に
任
じ
ら

れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
以
後
の
浜

松
荘
の
飯
尾
氏
の
活
動
に
、
か
つ
て
の

主
君
で
あ
る
三
河
吉
良
氏
の
関
与
が

認
め
ら
れ
る
史
料
は
み
ら
れ
な
く
な

る
。
飯
尾
氏
は
、
こ
の
の
ち
乗
連
―
元

連
（
連
龍
）
の
二
代
に
亘
り
駿
河
今
川

氏
の
部
将
と
し
て
各
地
を
転
戦
し
、
外

交
交
渉
に
も
関
わ
る
な
ど
今
川
氏
宿

老
の
地
位
に
ま
で
登
っ
た
。
こ
う
し
て

三
河
吉
良
氏
の
浜
松
荘
支
配
は
終
焉

を
迎
え
た
、
と
し
て
報
告
を
終
え
た
。 

 

報
告
後
の
質
疑
で
、
浜
松
荘
地
頭
職

の
吉
良
氏
と
、
遠
江
国
守
護
の
斯
波
氏

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
、

今
後
の
課
題
と
し
て
、
駿
河
今
川
氏
か

ら
の
観
点
で
は
な
く
、
管
領
斯
波
氏
か

ら
の
観
点
か
ら
、
遠
江
国
支
配
に
つ
い

て
の
史
料
の
再
検
討
と
解
読
が
必
要

で
あ
る
と
感
じ
、
今
後
の
検
討
課
題
と

し
た
。 

七
月
例
会
（
十
八
名
参
加
） 

七
月
二
十
二
日
（
土
） 

県
教
育
会
館
地
階
D
会
議
室 

松
平
信
康
事
件
再
論 本 

多 

隆 

成 

 

今
回
の
報
告
で
は
、
い
わ
ゆ
る
松

平
信
康
事
件
を
取
り
あ
げ
た
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
こ
れ
を
専

論
し
た
拙
稿
「 

松
平
信
康
事
件
に
つ

い
て
」
（
『
静
岡
県
地
域
史
研
究
』

七
号
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
の
で
、

ま
ず
こ
れ
に
よ
っ
て
事
件
の
内
容
を

再
確
認
し
た
。
つ
い
で
、
そ
の
後
こ

の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る
諸
氏
の

論
考
に
つ
い
て
、
私
の
立
場
か
ら
コ

メ
ン
ト
し
た
。
報
告
の
目
次
を
掲
げ

る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

 
 

は
じ
め
に 

 

一 

研
究
史
の
整
理 

 

二 

事
件
の
背
景
と
本
質 

 

三 

そ
の
後
の
研
究 

 

ま
ず
「
は
じ
め
に
」
で
は
『
三
河

物
語
』
に
よ
る
通
説
を
確
認
し
、
悪

い
の
は
信
康
を
中
傷
し
た
徳
姫
と
、

い
っ
さ
い
弁
明
し
な
か
っ
た
酒
井
忠

次
で
あ
り
、
家
康
は
信
長
の
命
令
に

背
く
こ
と
が
で
き
ず
、
や
む
な
く
信

康
の
処
断
に
踏
み
切
っ
た
と
し
て
い



る
。 

 
研
究
の
進
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

今
な
お
そ
の
よ
う
な
見
方
が
根
強
く

残
っ
て
い
る
一
例
と
し
て
、
藤
井
讓

治
『
徳
川
家
康
』
（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
二
〇
年
）
を
あ
げ
た
。
そ
こ
で

は
「
し
か
し
徳
姫
が
信
康
の
非
行
を

信
長
に
訴
え
た
こ
と
で
、
酒
井
忠
次

が
信
長
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
七
月
十
六
日
、
信
長
か

ら
徳
姫
の
書
状
を
み
せ
ら
れ
た
忠
次

は
弁
解
に
窮
し
、
信
長
は
信
康
の
切

腹
を
命
じ
た
。
」
と
し
て
い
る
。 

 

一
・
二
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
拙
稿
に

よ
る
確
認
で
あ
る
た
め
、
内
容
に
つ

い
て
は
省
略
す
る
。
三
で
は
、
黒
田

基
樹
『
家
康
の
正
妻
築
山
殿
』
（
平

凡
社
、
二
〇
二
二
年
）
、
桐
野
作
人

「
築
山
殿
と
松
平
信
康
事
件
」
（
堀

・
井
上
編
『
家
康
徹
底
解
読
』
文
学

通
信
、
二
〇
二
三
年
２
月
）
、
高
橋

陽
介
「
松
平
信
康
事
件
の
虚
像
構
築

過
程
に
関
す
る
仮
説
お
よ
び
そ
の
検

証
」
（
『
城
』
二
三
四
号
、
二
〇
二

三
年
三
月
）
、
平
山
優
『
徳
川
家
康

と
武
田
勝
頼
』
（
幻
冬
舎
、
二
〇
二

三
年
五
月
）
を
取
り
あ
げ
た
。 

 

こ
の
う
ち
、
桐
野
説
に
つ
い
て
は

拙
稿
と
ほ
ぼ
近
い
内
容
で
あ
る
た

め
、
く
わ
し
く
は
取
り
あ
げ
な
か
っ

た
。
黒
田
・
平
山
両
氏
の
説
は
、
近

年
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
捉
え
方
を

受
け
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
若
干
の
新
た
な
指
摘
も
み
ら
れ
る

が
、
最
大
の
問
題
は
、
事
件
の
発
端

と
す
る
徳
姫
の
条
書
に
関
連
し
て
、

信
長
が
岡
崎
城
へ
来
て
い
る
と
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
高

橋
説
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
検
討
す

る
。 

 

高
橋
説
は
こ
れ
ま
で
の
流
れ
と
は

断
絶
し
て
、
一
次
史
料
に
み
ら
れ
な

い
こ
と
は
い
っ
さ
い
認
め
な
い
と
い

う
立
場
か
ら
独
自
の
主
張
が
展
開
さ

れ
て
い
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
問
題

点
を
指
摘
し
た
。 

 

①
「
武
田
家
へ
の
内
通
」
と
い
う

『
松
平
記
』
以
降
の
情
報
は
削
除
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
大
岡

弥
四
郎
事
件
の
検
討
を
抜
き
に
し

て
、
武
田
家
へ
の
内
通
は
な
か
っ
た

と
は
い
え
な
い
。
②
「
音
信
」
と
は

特
別
な
要
件
の
な
い
挨
拶
程
度
の
や

り
と
り
や
贈
り
物
を
意
味
し
、
築
山

殿
が
家
忠
に
「
音
信
」
を
送
っ
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
起

こ
す
た
め
の
多
数
派
工
作
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
が
、
岡
崎
城

に
集
め
ら
れ
た
国
衆
ら
が
、
信
康
に

「
内
音
信
」
を
禁
ず
る
起
請
文
を
あ

げ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
音

信
」
と
は
、
高
橋
氏
が
い
う
よ
う
な

軽
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

③
「
信
康
は
二
俣
で
自
刃
し
た
」
と

い
う
『
三
河
物
語
』
以
降
の
情
報
も

外
す
べ
き
だ
と
す
る
が
、
比
較
的
信

憑
性
の
高
い
『
当
代
記
』
で
は
、
そ

の
後
二
俣
に
移
さ
れ
、
九
月
十
五
日

に
生
害
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
次

史
料
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ

を
無
視
す
る
こ
と
は
妥
当
か
？
④
五

徳
が
天
正
八
年
二
月
二
十
日
に
美
濃

へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は

堀
江
に
蟄
居
し
て
い
た
信
康
が
二
月

に
亡
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の

死
因
は
不
明
と
す
る
。
し
か
し
、
五

徳
が
織
田
家
へ
戻
る
に
は
織
田
方
と

の
や
り
と
り
や
調
整
の
期
間
が
必
要

で
、
九
月
に
亡
く
な
っ
て
戻
る
の
が

翌
年
二
月
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
不

自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
⑤
岡
崎
城

に
は
本
多
重
次
が
留
守
居
と
し
て
入

っ
た
が
、
重
次
は
二
子
於
義
伊
の
傅

役
で
あ
り
、
信
康
に
変
わ
る
後
継
者

は
六
歳
の
於
義
伊
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
於
義
伊

は
当
初
家
康
か
ら
認
知
さ
れ
ず
、
小

牧
・
長
久
手
合
戦
後
に
は
秀
吉
の
も

と
へ
人
質
（ 

養
子
と
も
い
う
）
と
し

て
差
し
出
さ
れ
て
お
り
、
嫡
男
に
す

る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
？
、
な
ど
で
あ
る
。 

 

討
論
の
冒
頭
で
私
が
提
起
し
た
の

は
、
天
正
五
・
六
年
に
信
長
が
岡
崎

城
に
来
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
黒
田
氏
や

平
山
氏
は
あ
っ
た
と
し
て
、
叙
述
の

中
で
重
要
な
意
味
を
も
た
せ
て
い

る
。
こ
れ
は
『
家
忠
日
記
』
の
「
御

家
門
様
」
を
信
長
に
比
定
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
が
信
長

で
な
い
と
す
る
と
、
両
氏
の
主
張
は

無
意
味
な
も
の
に
な
る
。 

 

実
は
、
高
橋
陽
介
「
『
家
忠
日
記
』

に
お
け
る
「
御
家
門
様
」
の
人
物
比

定
に
つ
い
て
」
（
『
城
』
二
二
八
号
、

二
〇
一
九
年
）
に
お
い
て
、
「
御
家

門
様
」
と
は
近
衛
前
久
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
が
正
し

い
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。 

 

『
家
忠
日
記
』
の
正
月
条
で
は
、

「
十
六
日
、
御
家
門
様
御
成
候
と
て
、

家
康
［ 

］
御
越
候
」
「
廿
一
日
、

御
家
門
様
岡
崎
江
［
御
越
候
ヵ
］
」

「
［
廿
二
日
］
御
家
門
様
［ 

］
」

と
あ
る
。
高
橋
氏
は
こ
れ
を
近
衛
前



久
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
信
長
公

記
』
（
角
川
文
庫
版
）
に
よ
る
と
、

こ
の
正
月
十
日
に
信
長
が
鶴
を
朝
廷

に
献
上
し
喜
ば
れ
た
と
あ
り
、
近
衛

殿
（
前
久
）
に
も
鶴
を
贈
っ
た
と
し

て
い
る
。
翌
十
一
日
に
前
久
は
御
礼

の
た
め
安
土
に
や
っ
て
来
て
、
十
二

日
の
払
暁
に
帰
洛
し
た
と
い
っ
て
い

る
。
『
近
衛
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
廿

日
に
は
准
三
后
宣
下
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
前
久

は
京
都
に
い
て
、
岡
崎
に
下
る
よ
う

な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
、
高

橋
氏
の
人
物
比
定
は
成
り
立
た
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

他
方
で
、
『
信
長
公
記
』
に
よ
っ

て
信
長
の
動
静
を
み
る
と
、
正
月
十

三
日
尾
州
清
洲
で
鷹
狩
り
の
た
め
、

こ
の
日
は
柏
原
、
十
四
日
岐
阜
、
翌

日
逗
留
、
十
六
日
清
洲
下
着
、
十
八

日
三
州
吉
良
へ
、
鷹
狩
り
で
獲
物
多

し
、
廿
二
日
尾
州
、
廿
三
日
岐
阜
、

次
日
滞
留
、
廿
五
日
安
土
帰
城
と
あ

る
。
こ
の
日
程
か
ら
す
れ
ば
、
廿
一

日
に
信
長
が
岡
崎
城
に
立
ち
寄
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

な
ら
ば
太
田
牛
一
は
な
ぜ
「
廿
一
日

岡
崎
」
と
書
か
な
か
っ
た
の
か
。
書

い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
信
長

が
岡
崎
城
へ
立
ち
寄
る
こ
と
は
な
か

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も

こ
の
時
期
、
信
長
が
「
御
家
門
様
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。 

 

か
く
し
て
、
報
告
の
段
階
で
は
、

私
は
「
御
家
門
様
」
が
誰
か
を
特
定

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
保
留
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。
ご
教
示
を
給
わ
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。 

〔
例
会
案
内
〕 

☆
十
月
例
会 

十
月
二
十
八
日
（
土
）
午
後
三
時
～ 

静
岡
県
産
業
経
済
会
館
２
階
第
３

会
議
室 

報
告
名
及
び
報
告
者
名 

史
料
紹
介
「
浜
松
荘
八
柱
神
社
所

蔵
棟
札
」 

 
 
 

森
田
香
司
氏 

（
葉
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
） 

 〔
事
務
局
か
ら
の
お
願
い
〕 

（
一
）
研
究
誌
の
配
布
に
つ
い
て 

 

総
会
時
に
研
究
誌
『
静
岡
県
地
域

史
研
究
』
第
一
三
号
を
配
布
す
る
予

定
で
す
。
昨
年
同
様
会
員
の
皆
様
に

は
無
償
で
配
布
し
ま
す
。
た
だ
、
一

冊
送
る
の
に
郵
送
料
が
一
八
〇
円
か 

か
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
節
約
し
た

い
の
で
、
総
会
時
に
お
分
け
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
年
一
回
の
総
会
で
す

の
で
、
ぜ
ひ
多
数
御
参
加
く
だ
さ
い
。 

（
二
）
懇
親
会
に
つ
い
て 

 

今
年
か
ら
懇
親
会
を
実
施
し
ま

す
。
講
師
の
山
村
亜
希
先
生
を
囲
ん

で
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
会
場
は
、

ア
ス
テ
ィ
静
岡
内

「
し
ず
バ
ル
」
で
す

（
会
場
よ
り
徒
歩
五

分
、
JR
静
岡
駅
内
）
。

午
後
五
時
か
ら
、
一

人
四
五
〇
〇
円
で

す
。 

 

会
員
の
方
に
は
申

し
訳
な
い
の
で
す

が
、
参
加
人
数
を
把

握
し
た
い
の
で
、
懇

親
会
参
加
希
望
の
方

は
、
事
前
に
森
田
ま
で
連
絡
願
い
ま

す
。
メ
ー
ル
で
結
構
で
す
。
で
き
る

だ
け
、
十
六
日
ま
で
に
お
願
い
し
ま

す
。 

（
三
）
報
告
者
の
募
集
に
つ
い
て 

十
二
月
以
降
も
報
告
者
が
決
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
。
報
告
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
小
和
田
会
長
ま
た
は
事
務
局
森

田
ま
で
連
絡
下
さ
い
。 
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